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武蔵村山市環境基本計画の改訂にあたって 
  

私たちの住んでいる武蔵村山市は、緑豊かな狭山丘陵の懐に抱か 

れたまちとして、市民の皆様とともに伝統的な文化や産業を継承し 

ながら発展してまいりました。 

 一方で、今日、私たちの生活は、経済活動の発展や拡大により、 

大変便利で豊かになりましたが、昨年３月１１日の東日本大震災を 

受けた私達の生活も一変いたしました。ごみ問題や騒音など生活環 

境に関わる身近なものから、深刻な問題となっている地球温暖化な 

どの地球規模の大きな問題まで多岐にわたっております。 

  私たちは、この豊かな自然環境に囲まれた武蔵村山市を大切にし、今の環境をより良いものと 

して、次世代を担う子供たちなど市民に引き継いでいかなければなりません。 

 そこで、市では武蔵村山市第四次長期総合計画に定める『人と緑が織りなす 夢ひろがる やさし

いまち むさしむらやま』を将来像として掲げ、その実現に向けた環境に関する施策に取り組んで

おります。 

 平成１６年７月に武蔵村山市環境基本条例を施行し、これに基づき、本市の環境保全等に関する

施策の計画的な推進を図るため、武蔵村山市環境基本計画を策定いたしました。 

この環境基本計画では、市民・事業者・行政の三者が協働のもと、それぞれの立場で積極的に行

動をすることを基本とし、『狭山丘陵にいだかれた自然と共生し、誰もが安心して暮らせるまち む

さしむらやま』を目標に、この目標を実現するために６つの基本目標、１３の環境目標を掲げてお

ります。 

また、本計画は平成１８年度から平成２７年度までの１０年を計画期間と定めておりますが、今

年度においては、環境問題や社会情勢の変化を踏まえ、本計画の改訂を行いました。 

 今後、市は本計画をもとに、さらなる環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、目標

としている『狭山丘陵にいだかれた自然と共生し、誰もが安心して暮らせるまち むさしむらやま』

を実現できるよう努力していく所存でございますので、市民、事業者の皆様におかれても、ライフス

タイルの改善や事業活動の見直しなど、身近にできることから取り組んでいただき、環境に負荷、負担

の少ない循環型社会づくりにぜひとも御理解、御協力をお願いいたします。 

 最後になりましたが、本計画の改訂にあたり、御尽力を賜りました武蔵村山市環境審議会委員の

皆様をはじめ、貴重な御意見、御協力をいただきました市民の皆様に心より感謝申し上げます。 

 

平成２４年５月 

 

武蔵村山市長 
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・第 2章に掲載している課名については、平成 2３年度の課名を使用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


